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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の本体部分を構成する木軸架構の上部に形成された、桁材と梁材とからなる水平構
面上に、木造の頂側採光用フレームユニットが載置されてなる屋根構造であって、
　上記頂側採光用フレームユニットは、略矩形平面の四隅に配置された４本の柱材と、
　上記４本の柱材の脚部を桁行方向及び梁間方向にそれぞれ連結する２本ずつの下桁材及
び下梁材と、
　上記４本の柱材の頭部を桁行方向及び梁間方向にそれぞれ連結する２本ずつの上桁材及
び上梁材とを備え、
　上記各柱材と、各桁材及び各梁材との接合部が、鋼製の連結金物を介して柱勝ちに剛接
合され、
　下桁材と下梁材とによって囲まれた底面が、無床の水平構面として下方の屋内空間に連
通し、
　上桁材と上梁材とによって囲まれた天面が屋根下地構面となされ、
　各柱材間に形成される一対の桁面及び一対の妻面のうち、少なくとも一つの桁面及び一
つの妻面に、それぞれ柱材間の間口全体にわたって開口する頂側窓が設けられてなり、
　上記木軸架構の梁材及び桁材と、上記頂側採光用フレームユニットの下桁材及び下梁材
とが、それぞれ重合状態で鋼製の連結金物により結合されたことを特徴とする屋根構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、建物の屋根上に突出して設ける頂側採光用フレームユニットを用いた屋根構
造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建物が隣地に近接して壁面からの採光や通風を得難い場合、あるいは、屋内空間に陽光
、空、雲など自然の開放的な雰囲気を取り込んで季節感を高めたい場合、屋根の一部を開
口して天窓採光（トップライト）や頂側採光（ハイサイドライト）を得ることがある。
【０００３】
　かかる採光のための屋根構造として、例えば特許文献１～３等には、勾配屋根にドーマ
ー状もしくはこれに類する形状の突出部を設け、その一部を開口して天窓や頂側窓とする
構成が記載されている。
【０００４】
　また、特許文献４には、屋根面に設けた段差部分に垂直壁部を形成して、この垂直壁部
に採光や換気のための頂側窓を設ける構成が開示されている。
【０００５】
　また、特許文献５には、平屋根の上に略切妻状の枠組みを有する天窓装置を設置する構
成が開示されている。
【特許文献１】特開平３－２５０１３７号公報
【特許文献２】特開平４－１７４１４９号公報
【特許文献３】特開平８－２５３９７９号公報
【特許文献４】特開平７－１２７１７９号公報
【特許文献５】特開平８－１２０８５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記のようにして天窓採光や頂側採光を得ようとする場合、開口面積は、構造面や防水
面に支障を生じない範囲で可能な限り大きくすることが望まれる。しかしながら、上記の
ような構造体を従来一般の木造屋根に設置すると、十分な剛性を確保するために開口部の
周囲を筋交や耐力面材等で補強しなければならず、間口の大きい開口部を設けるのは難し
かった。
【０００７】
　そこで、本発明は、建物の頂部に設置しうる木造の構造体であって、できるだけ間口の
大きい開口を、しかも異なる方向に複数箇所設けることができるような頂側採光用フレー
ムユニットを用いた屋根構造を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記した目的を達成するため、本発明の屋根構造は、建物の本体部分を構成する木軸架
構の上部に形成された、桁材と梁材とからなる水平構面上に、木造の頂側採光用フレーム
ユニットが載置されてなる屋根構造であって、上記頂側採光用フレームユニットは、略矩
形平面の四隅に配置された４本の柱材と、上記４本の柱材の脚部を桁行方向及び梁間方向
にそれぞれ連結する２本ずつの下桁材及び下梁材と、上記４本の柱材の頭部を桁行方向及
び梁間方向にそれぞれ連結する２本ずつの上桁材及び上梁材とを備え、上記各柱材と、各
桁材及び各梁材との接合部が、鋼製の連結金物を介して柱勝ちに剛接合され、下桁材と下
梁材とによって囲まれた底面が、無床の水平構面として下方の屋内空間に連通し、上桁材
と上梁材とによって囲まれた天面が屋根下地構面となされ、各柱材間に形成される一対の
桁面及び一対の妻面のうち、少なくとも一つの桁面及び一つの妻面に、それぞれ柱材間の
間口全体にわたって開口する頂側窓が設けられてなり、上記木軸架構の梁材及び桁材と、
上記頂側採光用フレームユニットの下桁材及び下梁材とが、それぞれ重合状態で鋼製の連
結金物により結合されたことを特徴とする。
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【発明の効果】
【００１２】
　上述のように構成される本発明の屋根構造においては、頂側採光用フレームユニットが
、柱材と、桁材・梁材との剛接合により高い剛性が担保されるので、柱材間の間口全体に
わたる大開口の頂側窓を、しかも複数の向きに無理なく設けることができる。
【００１３】
　そして、かかる頂側採光用フレームユニットを建物の本体部分の上部に設置した屋根構
造によれば、従来の一般木造架構では実現が困難な、きわめて明るく開放感に溢れた屋内
空間を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について図を参照して説明する。
【００１５】
　図１は、本発明の実施形態にかかる頂側採光用フレームユニットを設けた木造建物の構
造概念図であり、図２及び図３は、図１に示す建物の桁面及び妻面の形状を示した概略立
面図である。例示の建物の本体部分は、片側に低く葺き下ろされた切妻屋根を有する第一
ブロックＡと、第一ブロックＡの妻面の棟位置に隣接する第二ブロックＢと、第一ブロッ
クＡ及び第二ブロックＢに隣接する第三ブロックＣとによって建物本体が構成されている
。第三ブロックＣの屋根は、第一ブロックＡの屋根の葺き下ろし部分に連続する片流れ屋
根となっている。
【００１６】
　本発明の要部は、第二ブロックＢの上部に設置される頂側採光用フレームユニット１に
ある。頂側採光用フレームユニット１は、第二ブロックＢを構成する木軸架構の上部に形
成された、適宜の桁材と梁材とからなる水平構面Ｘ上に取り付けられて、第一ブロックＡ
の棟よりも上方に突出する。ただし、各ブロックの建物構造や平面形態、屋根形状等は、
本発明においては特に限定されない。
【００１７】
　頂側採光用フレームユニット１の桁面及び妻面には頂側窓２０、３０がそれぞれ設けら
れ、また、勾配の設けられた天面にも天窓４０が設けられている。これら窓開口の間口を
最大限に確保するための構造について、図４及び図５を参照しつつ説明する。
【００１８】
　頂側採光用フレームユニット１は、略矩形平面の四隅に配置した４本の柱材５を、桁材
（下桁材２１及び上桁材２２）と梁材（下梁材３１及び上梁材３２）とによって連結した
架構体であり、六つの構面、すなわち、互いに相対する桁面及び妻面と、天面、底面が、
すべて高い剛体を備えたフレームとなっている。
【００１９】
　図５は、高低差をもって相対する桁面のうち、高いほう（棟側）の桁面を構成する桁フ
レームの構造を示す。例示の形態において、実用的に想定される柱材５の断面は概ね１２
ｃｍ角程度の正方形であり、これに合わせて下桁材２１及び上桁材２２の幅も１２ｃｍ程
度とする。下桁材２１の高さは約３３ｃｍ、上桁材２２の高さは約２７ｃｍとし、これで
約４ｍに及ぶ無柱の間口が形成される。
【００２０】
　柱材５と、下桁材２１・上桁材２２との接合部は、鋼製の連結金物６１を介して柱勝ち
に剛接合される。例示の連結金物６１は、プレートと複数本のほぞパイプとを結合したも
ので、下桁材２１・上桁材２２の端部に形成したスリットにプレートが挿し込まれ、柱材
５に形成したほぞ孔にほぞパイプが挿入されて、ドリフトピンにより固定される。
【００２１】
　下桁材２１は、下部構造体、つまりこの例では第二ブロックＢの上部に配置された桁材
７１の上に重合され、複数本の鋼製ほぞパイプ６２を介して桁材７１と一体に結合される
。
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【００２２】
　上記桁フレームと相対する低い方の桁フレームも、同様の構造である。また、上記桁フ
レームと直交する妻フレームについても、上梁材３２が傾斜して配置される点以外は同様
の構造である。桁フレームの下桁材２１と妻フレームの下梁材３１とによって囲まれる底
面は、無床の水平構面として下方の屋内空間に連通する。
【００２３】
　このようにして、各面のフレーム、及びフレーム同士が剛接合された架構により、隅部
に筋交や数十ｃｍ幅の面材、袖壁等を取り付けたりせずとも、水平力に対して高い剛性が
確保される。各接合部位に用いられる連結金物６１については、同程度の性能が担保され
る限り、公知の類似金物であってもよい。
【００２４】
　そして、一対の桁フレームのうち少なくとも一方、及び、一対の妻フレームのうち少な
くとも一方に、間口全体にわたるサッシが取り付けられて、大開口の頂側窓２０、３０が
形成される。上桁材２２と上梁材３２とによって囲まれる天面は屋根下地構面となるが、
ここにも、両上梁材３２間の間口全体にわたるサッシが取り付けられて、大開口の天窓４
０が形成される。例示形態では、天面の傾斜方向中間部に補強のための母屋材２３が架設
されて天面が二分され、天窓４０は下側の略半部に設けられている。なお、本発明におい
て、各サッシの詳細な構造は特に限定しない。
【００２５】
　図６は、本発明の他の実施の形態を示す。例示形態に係る頂側採光用フレームユニット
１０は、図４に示した片流れ形状の頂側採光用フレームユニット１を棟合わせにして２体
、結合し、両流れの切妻形状としたものである。各部材の接合構造は、図４の頂側採光用
フレームユニット１と同様であり、対応する部材に同じ符号を付して説明は省略する。
【００２６】
　このように、本発明によれば、四隅に比較的細い柱材５を用いながら、中間に柱材５が
ない大開口の頂側窓や天窓を設けることができるので、従来の一般的な木造小屋組では実
現が困難な、きわめて明るく開放感に溢れた屋内空間の実現が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の実施形態に係る木造建物の構造概念図である。
【図２】図１に示す建物の桁面の概略立面図である。
【図３】図１に示す建物の妻面の概略立面図である。
【図４】本発明の実施形態に係る頂側採光用フレームユニットの基本構造を示す斜視図で
ある。
【図５】図４の頂側採光用フレームユニットにおける桁フレームの構造を示す立面図であ
る。
【図６】本発明の他の実施形態に係る頂側採光用フレームユニットの妻面の立面図である
。
【符号の説明】
【００２８】
１　　頂側採光用フレームユニット
２０　　頂側窓
２１　　下桁材
２２　　上桁材
３０　　頂側窓
３１　　下梁材
３２　　上梁材
４０　　天窓
５　　柱材
６１　　連結金物
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６２　　連結金物
７１　　桁材
８１　　梁材

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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